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　社会保険庁では、基礎年金番号に結び付いていな
い約5,000万件の記録について名寄せ作業を行って
います。その結果、不明となっている記録の持ち主
を探すため、皆さんに年金記録を確認してもらうこ
とを目的に『ねんきん特別便』を送付しています。
　名寄せの結果、基礎年金番号の記録と結び付く可
能性のある方には、平成19年12月から今年3月まで
の間に、また、すでに年金を受給されている方には
４月から５月までの間に、現役加入者には６月から
10月までの間に順次送付します。
　『ねんきん特別便』が届いたら、ご自身の記録な
どを十分に確認されるようお願います。
※住所変更の手続きが済んでない方は、『ねんきん
　特別便』をお届けできませんので、早急に住所変
　更手続きを行ってください。
※結婚などで名字が変わった方で、氏名変更をされ
　ていない方は、早急に氏名変更の届出を行ってく
　ださい。
【対象者・手続き先】

【年金加入記録確認手続きの流れ】
　年金加入記録に訂正がある場合、年金受給者と現
役加入者では手続き方法が異なります

―年金記録の確認をお願いします―

手続き先対　象　者

お住まいの市町村窓口
国民年金第1号被保険者
（保険料を自分で納めてい
る方）

厚生年金加入者のお勤め先

厚生年金加入者、国民年金
第３号被保険者（厚生年金
加入者の扶養になっている
配偶者）

お近くの社会保険事務所年金受給者

『ねんきん特別便』巡回相談所を
　開設します

▼日時　２月２７日（水）　　１０時３０分～１５時３０分　

▼場所　鉄南ふれあいセンター

▼ 持参するもの　『ねんきん特別便』、年金手帳
　（現在加入者の方）、年金証書（受給者の方）、
　印鑑をご持参ください。

▼問い合わせ　室蘭社会保険事務所

『ねんきん特別便』を送付しています

訂正がない
（年金受給者・現役加入者とも）

同封の「年金加入記録照会
票」から「確認はがき」を
切り取って�訂正がない�
を○で囲み、提出年月日、
氏名を記入の上、返送して
ください。
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訂正がある
記録されていない加入期間や、
記述内容に誤りがある。　　　

同封の「年金加入記録照会
票」に必要事項を記入の上、
「確認はがき」を切り取ら
ず�訂正がある�を○で囲
んでください。
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年金受給者
●「年金加入記録照
　会票」に年金証書
　を添えてお近くの
　社会保険事務所で
　手続きをしてくだ
　さい。

●社会保険事務所に
　行けない場合は、
　下記の『ねんきん
　特別便専用ダイヤ
　ル』へご連絡下さ
　い（郵送による手
　続き方法などをご
　案内します）。

現役加入者
「年金加入記録照会
票」を同封の返信用
封筒で返送してくだ
さい。

社会保険庁で記録の
調査を行い、その結
果をあらためてお知
らせします。

社会保険事務所で記
録の確認を行い、年
金額の変更となる場
合は、年金額の改定
手続きを行います。
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問い合わせ
ねんきん特別便
専用ダイヤル

（�０５７０-０５８-５５５）
室蘭社会保険事務所
（�○２４ ７１０１）
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